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別紙（第４条関係）別紙標準様式（第６条関係） 

会 議 録 

会議の名称 令和７年度第４回 枚方市学校いじめ対策審議会 

開催日時 令和７年７月 30 日（水） 
開始時刻 １８時００分 

終了時刻 ２０時００分 

開催場所  枚方市役所 第４委員会室 

出席者 

植田 昴星（大阪弁護士会）  

鈴木 勇（大阪成蹊大学）  

水流添 真（大阪社会福祉士会） 

田近 文（大阪府臨床心理士会） 

欠席者 桶谷  守（池坊短期大学） 

案 件 名 
・枚方市立学校いじめ重大事態について 

・令和７年度第３回審議会会議録（案）について 

提出された資料等の 

名称 
 

決  定  事  項 ・令和７年第３回審議会の会議録について公表内容が確定した 

会議の公開、非公開の

別 

及び非公開の理由 

非公開 

会議録の公表、非公表

の別及び非公表の理由 

公表（一部非公表） 

枚方市情報公開条例第５条第１号該当部分を調製し公表 

傍聴者の数 ―           （非公開） 

所管部署 

（事務局） 
枚方市教育委員会 学校教育部 児童生徒課 
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審 議 内 容 

＜１．開会＞ 

（植田会長）ただいまより、令和７年度第４回枚方市学校いじめ対策審議会を開会いたし

ます。 

 

＜２．会議運営事項の確認＞ 

（植田会長） では、本日の委員の出席状況の報告と、会議運営事項の確認として（１）

会議の非公開について、（２）会議録について、まとめて事務局より説明をお願いしま

す。 

 

（事務局）まず、本日の委員の出席状況について、報告をさせていただきます。 

 本審議の委員総数は５名でございます。現在、出席委員は４名で、過半数が出席されて

いますので、本審議会は成立していることを御報告申し上げます。 

 続けて、「（１）会議の非公開について」でございますが、令和６年度第４回審議会に

おいて、「枚方市審議会等の会議の公開等に関する規程」に基づき、本審議会は「非公

開」で開催することと決定されたため、本日「非公開」での開催となります。 

 次に、（２）議事録の作成につきましては、「枚方市審議会等の会議の公開等に関する

規程」に基づき、本日の審議について録音した音声データを文字起こしをした上で作成さ

せていただきます。なお、今回の会議録につきましては、次回開催の審議会において確認

していただいた後、市のホームページで公開する流れとなります。 

 事務局からの説明は以上でございます。 

 

（植田会長）ありがとうございます。ただいま事務局より説明のありました「会議運営事

項の確認について」質問等なければ、こちらでよろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 

＜３．審議案件＞ 

（植田会長）続きまして、次第３の審議案件に移ります。 

（１）令和７年度第３回審議会会議録について、事務局から説明をお願いいたします。 

 

（事務局）令和７年６月３０日に開催いたしました、令和７年度第３回審議会の会議録に

ついて、事務局より御説明させていただきます。 

 資料１の会議録（案）を御覧ください。 

 審議会の会議録（案）につきましては、事前に御確認いただいておりますので、内容の

説明は省略させていただきます。なお、会議録（案）について御承認いただきましたら、

後日、枚方市のホームページに掲載させていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。 
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（植田会長）ただいま事務局から説明のありました会議録（案）につきまして、御質問、

御意見等ございますでしょうか。 

 

（鈴木委員）すみません、ちょっとよろしいですか。 

 

（植田会長）お願いいたします。 

 

（鈴木委員）資料１の議事録に、発言者のところで、男性委員となってるんですけれど

も、多分、委員の男性が発言したので男性委員となってるんですけど、男性委員だと誰か

分からないですけど、女性委員となったら、多分特定されると思うんですけど、こういう

書き方でいいんでしょうか。性別を書く必要はありますか。 

 

（事務局）委員のお名前をここには本来書くのですけれども、すみません、ちょっと

チェックが漏れておりまして、お名前を書かせていただくことになります。申し訳ござい

ません。 

 

（植田会長）反訳の確認もれですね。 

 

（鈴木委員）なるほど。すみません、分かりました。ありがとうございます。 

 

（植田会長） 

 ほか、よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。そうしましたら、訂正後のもので御承認いただいたものとさせ

ていただきたいと思います。 

 

＜４．報告案件＞ 

（植田会長）それでは、報告案件に移ります。 

  

【非公開】 

※ 枚方市情報公開条例第５条第１号該当部分を含むため 

 

＜５．その他＞ 

 

（次回の審議会の開催日程の調整） 

 

（植田会長）次回の審議会は候補日の９月 18 日で調整してください。 
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＜６．閉会＞ 

（植田会長）では、これで、令和７年度第４回枚方市学校いじめ対策審議会を終了しま

す。 

 


